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関城中学校プール共同利用に係るバス運行業務委託仕様書 

 

 

１ 該当校 

関城西小学校、関城東小学校 

 

 

２ 対 象 

小学校のプール学習において、関城中学校のプールを共同利用する児童及び教員 

 

 

３ 業務概要 

関城中学校プールを共同利用するため、各該当校から関城中学校間の児童等の送迎

を行う。なお、送迎にあっては、該当校と協議の上、授業形態に合わせてバスを運行

させること。 

また、詳細については、別紙「関城中学校プール共同利用に係るバス運行業務委託

設計書」のとおりとするが、授業日の日程等の変更については、該当校と協議の上、

柔軟に対応すること。 

 

 

４ 運行予定期間 

令和７年６月２日（月）～７月３１日（木）とする。 

 

 

５ 運賃等 

（１） 本件は、「距離単価」及び「時間単価」による単価契約とする。 

委託料である運賃の算出にあたっては、授業日ごとの金額（車種ごとの単価を

用いて計算した「距離制運賃」と「時間制運賃」を合算し、台数を乗じた額に

消費税相当額を加えた額）を算出し、それらの合計をもって委託料とする。 

 

（２） 「距離制運賃」は、「走行距離」に「距離単価」を乗じた額とする。 

なお、「走行距離」は「運行距離」と「回送距離」を合算し、10km 未満を切り

上げて計上する。 

（例）「運行距離」 ＋ 「回送距離」 ＝ 「走行距離」 

    ４km   ＋  １２km   ＝   ２０km 

    ４km   ＋   ４km   ＝   １０km 
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（３） 「時間制運賃」は、（出庫前及び帰庫後の１時間ずつ計２時間の）「点呼・点検

時間」、「走行時間」及び「回送時間」を合算した「総時間数」に「時間単価」を

乗じた額とする。 

また、「走行時間」が３時間未満の場合は、３時間として計上し、「総時間数」

は３０分未満を切り捨て、３０分以上を切り上げて計上する。 

（例）「点呼・点検時間」 ＋ 「走行時間」 ＋ 「回送時間」 ＝ 「総時間数」 

    ２時間     ＋ ５．５時間  ＋   １時間 ＝  ９時間 

    ２時間     ＋ １．25 時間  ＋ 0.25 時間 ＝  ５時間 

 

 

（４） 水温等の事由により日程が変更となる場合は、前日１７時までのキャンセルに

ついては、無償にて対応する。また、前日１７時以降のキャンセルについては、

最低走行時間である３時間のみを適用し、３時間分の時間制運賃を受託者に支払

う。 

 

 

６ 限度額 

  委託料の総額は、３,３５２,２７２円（税込み）とする。 

 

 

７ 入 札 

（１） 入札は、別添指定の入札書を使用すること。 

（２） 入札に参加する者は、学校ごとの「走行距離」、「距離単価」、「総時間数」及び

「時間単価」を記載し、入札書の計算式に基づき算出した１台当たりの額に「台

数」を乗じたものを「金額」に記載すること。 

また、学校ごとの「金額」の合計を「総額」に記載すること。 

なお、「走行距離」については、別紙「関城中学校プール共同利用に係るバス

運行業務委託設計書」を用いて、全行程における走行距離の合計を記載すること。

「走行距離」の算出にあっては、一日の運行距離（※１）に１日の回送距離（※

２）を加算し、10km 未満を切り上げて計上する。 

※１ 一往復【該当校→関城中学校・関城中学校→該当校】にかかる距離に往復

回数を乗じたもの 

※２ 【営業所→該当校・該当校→営業所】の距離数 

（３） 記入漏れがあった場合には、その者のした入札を無効とする。 

 

 

８ その他 

（１） 受注者は、日程等について、運行日前に該当校と十分協議すること。 
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（２） 学校内の乗降場所については、運行前に該当校と十分協議すること。 

（３） 再委託をする場合は、事前に発注者の承認を受けること。 

（４） 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と協議すること。 

（５） 補助席にもシートベルトが備わっている車両とすること。 

 


